
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ふれあい  にっこり弁当 

社協で実施している配食サービ

スの食材として、多くの方から、

ナス、冬瓜、サツマイモ、ピーマ

ン、いんげん、カボチャ、みかん

をいただきました。紙面を通じて

厚く御礼申し上げます。今後も配

食サービスの食材として、皆様か

らのご提供を受け付けておりま

す。どのような食材でも結構です。

お近くの事務所まで持って来て頂

ければ幸いです。 

心配ごと相談 時間：午後１時～３時 

どんな些細なことでも

一人で悩まないで！ 

川辺本所「相談室」 

２２－５４２４ 
１日(火) 

中津支所「相談室」 

５４－１００７ 

月 

日高川町にお住まいの方の日常生活上の心配ごとや悩みごとについ

て、相談に応じます。お気軽にご相談ください。（無料・秘密厳守） 

予約制のため、相談ごとのある方は、お近くの事務所までご連絡下さい。

定数になり次第締め切らせて頂きます。 
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１５日(火) 

人権・登記・心配ごと相談 

 ※ 法務局来所 

美山支所「相談室」23-9508 

 

川辺本所「相談室」 

２２－５４２４ 

１７日(火) 

ふれあい相談 

日程 

１０日(火) 

4 

月 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

皆
様
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
善
意
の

ご
寄
付
は
、
地
域
福
祉
活
動
の
財

源
と
し
て
有
効
に
活
用
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。 

発行：社会福祉法人 日高川町社会福祉協議会 
HP：http://www.hidakagawa-shakyo.or.jp/ 

〒649-1324 和歌山県日高郡日高川町土生 160  TEL.0738-22-5424 FAX.0738-24-2552 E-mail：h-kawabe@naxnet.or.jp 

HIDAKAGAWA 

２０２０年 １１月 

中津支所「相談室」 
５４－１００７ 

 善意の預託 
９月１日から３０日までにご寄付頂いた方を、

御礼を込めてご紹介させて頂きます。（順不同） 

○
満
中
陰
志 

花
光 

武
夫 

様
（
江
川
） 

 

○
香
典
返
し 

寒
川 

弘
一 
様
（
寒
川
） 

【お問い合わせ先】 

日高川町社会福祉協議会 
川辺本所：日高川町土生 160 

日高川町保健センター西側 

Tel  0738-22-5424 

FAX 0738-24-2552 

中津支所：日高川町高津尾 29 

日高川町役場中津支所 3 階 

Tel  0738-54-1007 

FAX 0738-54-1011 

美山支所：日高川町川原河 264 

日高川町保健福祉センター内 

Tel  0738-23-9508 

FAX 0738-56-7005 

 

８日(火) 
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概ね今年度中は 

お休みします。 

１１月２０日（金） 

坂野川「望月荘」 

*メニュー* 

・コーヒー 

・ぜんざい 

・うどん等 

１１月はお休み 

します。 

今月の喫茶サロン 

１１月１5 日（日） 

和佐「和佐児童館」 

美山支所「相談室」 
２３－９５０８ 

２４日(火) 

 

１０月１日（木）から全国的に実施される共同募金運動の一環で、本年も A コープかわべ店、

ローソン小熊店、道の駅 SanPin 中津、道のほっとステーションみやまの里に場所をお借りし

て、街頭募金運動を実施しました。 

 今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、大きな声での呼びかけを控えての活動

となりました。募金にご協力いただいた方々に直接赤い羽根をお渡しせずに、台紙に貼り付

けた赤い羽根を取っていただく方法で行いました。 

お買い物に来られた多くの方々から、総額４８，２２４円の募金が寄せられました。ご協

力いただきました皆様方に深謝申し上げます。 

日高川町共同募金委員会  会長 林  保 行   

街頭募金運動にご協力ありがとうございました 

赤い羽根共同募金運動は１２月３１日（木）まで続きます。引き続き皆様のご協力

をよろしくお願い致します。ご協力いただいた募金は、和歌山県共同募金会に送金

した後、その一部が配分金として町内の各種団体、ボランティアグループへの助成

金、広報誌発行費等として活用させていただきます。 



１０月３日（土）、久しぶりのサロンを開催し、ミカン狩りを楽しみました。 

 この日は野外での開催となりましたが、天気も良く絶好のサロン日和でした。 

初めにクイズや体操などで頭と身体の準備運動したあと、 

ミカン狩りをしました。皆さん、袋いっぱいにミカンを採られて、 

休憩中に早速食べておられました。 

その後は、皆さんで歌を歌いました。「サロン久しぶりで楽しかっ 

たよ。」「次も楽しみにしてるわ。」と久しぶりのサロンを大変喜んで 

おられました。 
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 １０月２０日（火）、町健康管理センター（中津）において、開催しました。 
初めに、ミニ講座として「認知症の中核症状」について、症状の種類を具体的な例を用い

てお話ししました。参加者からは「分かりやすかった。」「認知症の方に対する接し方を理解
できた。」といった声をいただきました。 
続いて、「かんたん！マスク作り」として、美山のボランティアさんをお招きし、手作り

のマスクを作りました。おしゃべりをしながら和気藹々と生地を縫い、様々な柄のマスクが
完成しました。 
 次に、松尾保健師による、村民歌「ふるさと中津」に合わ 
せた体操をしていただきました。難しい動きはなく、分かり 
やすい体操で、皆さん楽しく取り組まれていました。 
 最後に、お茶を飲みながら情報交換などしました。 

 

次回のひだまりカフェは 

日 時：令和２年１１月２４日（火）１３：３０～１５：００ 
場 所：日高川町保健センター （土生１６０番地） 
内 容：ミニ講座・音楽のチカラを使って脳を活性化・介護予防体操・ティータイム 
参加費：２００円（飲み物・おやつ付き） 

≪お問合せ≫ 

日高川町社会福祉協議会  

川辺本所 ２２-５４２４  中津支所 ５４-１００７  美山支所 ２3-9508 

 

 

 

土生地区ふれあいいきいきサロン♪ 
 

調停委員による「調停相談」を開催します 

１２月１５日（火）午後１時～４時 社協中津支所（役場中津支所３階）  

調停相談は、お金や土地・建物の紛争、夫婦間の問題や遺産の分割などの家庭内の紛争等につ

いて、調停委員が調停手続の利用に関する相談に応じるものです。調停相談は予約制となってお

りますので、ご相談がある方は一週間前までにお近くの社協事務所までご連絡下さい。相談は無

料です。 

☆ご連絡は… 

  ・川辺本所 22-5424 ・中津支所 54-1007 ・美山支所 23-9508 
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◎このようなとき、福祉サービス利用援助事業がお手伝いします。 

✓日常的なお金の管理に不安がある… 

✓福祉サービス利用料の支払いが出来ない… 

→預金の払戻しや年金等の受領の手続き、福祉サービス利用料や公共料金などの支払いをお 

手伝いします。 

✓福祉サービスを利用したいけど、どうすればよいか分からない… 

→情報を提供し、利用するためのお手伝いをします。 

◎このような方が利用できます。 

福祉サービスの利用など、ご自分の判断で行うのが困難な方。 

（認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者） 

◎利用料が必要です。 

相談や計画を作るのは無料ですが、サービスをご利用いただくには、利用料が必要です。 

１時間 １，０００円 ※ただし、生活保護を受けられている方は無料です。 

◇サービス利用の流れ◇ 

１．相談（まずは社会福祉協議会にご相談下さい。） 

２．訪問・面接（専門員が訪問して、お話を伺います。） 

３．支援計画作成（ご本人の希望などを確かめて、計画を作成します。） 

４．契約締結（作成した計画で良ければ、社会福祉協議会と契約します。） 

５．援助開始（計画内容に基づき、生活支援員がお手伝いします。） 

☆事業に関するご相談・お問い合わせは… 

       日高川町社会福祉協議会 川辺本所 ℡ ２２－５４２４ まで 

 

令和３年４月に小学校へ入学する子どもさんがおられる、ひとり親家庭等を対象にランドセルを

購入する費用の一部を助成します。 

（１）対  象  町内にお住まいの、令和３年４月に小学校へ入学される子どもさんがおられる 

児童扶養手当を受給しているひとり親家庭（母子・父子）、または両親ともお 

られないご家庭で、助成を希望される方 

（２）申込期間  令和２年１１月２日（月）～令和３年２月２６日（金） 

 

助成内容・提出書類等、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。 

 日高川町社会福祉協議会 川辺本所 ２２－５４２４   中津支所 ５４－１００７ 

                            美山支所 ２３－９５０８ 

今月から申込受付が始まります。


